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厚生労働科学研究費補助金（統計総合研究事業） 

「国際生活機能分類の統計への活用に関する研究」 

平成 30年度 分担研究報告書 

 

介護技術実習における技能習得過程を ICF で評価するためのコアセット（案）の開発およ

び妥当性の検証 

 

研究代表者：筒井孝子（兵庫県立大学） 

研究分担者：大夛賀政昭（国立保健医療科学院） 

研究分担者：筒井澄栄（創価大学） 

研究分担者：中川原譲二（一般財団法人 脳神経疾患研究所） 

研究分担者：東野定律（静岡県立大学） 

 

研究目的：日本の介護技術の評価制度として、新たに確立しつつある「介護プロフェッシ

ョナルキャリア段位制度」において、介護技術を提供された利用者のアセスメント情報が

ICF で表現できるかを検討し、介護分野の「技能実習制度」において、日本の介護現場で

働く外国人技能実習生が、技術を習得する際に障壁となる問題を ICF で表現するとともに、

これを数量化できるか検討することを目的とした。 

研究方法：１）調査票原案の開発：介護分野の技能実習生用テキストを用いた専門家によ

る技能を抽出し、外国人介護職員（候補）3 名と指導者 2 名へのインタビュー調査を経て、

介護技能評価 70 項目、環境評価 12 項目から構成される調査原案を開発した。 

２）プレ調査による調査票の修正：プレ調査の実施によって、項目の縮減（82→38）、文言

の修正が実施された。３）フィールド調査による介護技術習得評価のためのコアセットの

妥当性の検証：介護技能実習制度の試験評価者講習修了者 410 名を対象に調査票を配布し、

30 票が回収された（回収率 7.3%）。この調査データの分析によって、コアセットの妥当性

を検証した。 

結果及び考察：介護技能実習制度の性格上、海外における事前学習が重要であり、今後は

介護技能や環境適応を含めた事前学習を介護技能実習の送り出し機関で実施することが求

められる。その意味でも現行の制度上整備されていない OJT のための定量的な技術評価を

可能とするツールを開発したことは、介護人材養成においても ICF の国際的普及において

もインパクトがとても大きいものと考えられた。ICF の評価ルールを用いた今回の調査票

は、評価項目の難しさ、評価基準の曖昧さが指摘され、現在の調査法のままで、臨床現場

に導入するとデータの信頼性の低さが危惧された。今後は、評価項目のさらなる絞り込み、

評価具体例の提示など採点の信頼性を上げる工夫の必要性が示唆された。 

結論： 外国人の介護技能実習制度における介護技術習得過程を ICF で評価するためのコア

セットを開発し、フィールドテストによってその妥当性を検証した。ICF を活用した評価

票を開発したことは ICF の活用を目指す WHO においても重要であり、国際的なインパク

トは非常に高い。これを契機として、ICF を用いた OJT のツールがより普及されれば、介

護領域におけるチームケアを推進する一助となるものと考えられた。 
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A．研究目的 

日本政府は技能実習制度の活用で当面の

人手不足を解消すべく、「技能実習制度」の

介護分野を新たに創設した。平成 29 年度か

ら受け入れが始まっているが、日本の介護

現場で働く外国人技能実習生が技術を習得

する際に障壁となる問題可視化することが

求められている。 

日本の介護技術の評価制度として、新た

に確立しつつある「介護プロフェッショナ

ルキャリア段位制度」において、介護技術

を提供された利用者のアセスメント情報が

ICF で表現できるかを検討し、介護分野の

「技能実習制度」において、日本の介護現

場で働く外国人技能実習生が、技術を習得

する際に障壁となる問題を ICF で表現する

とともに、これを数量化できるか検討する

ことを目的とした。 

 

B．研究方法 

１）調査票原案の開発 

 介護分野の技能実習生用テキストを用い

た専門家による技能を抽出し、外国人介護

職員（候補）3 名と指導者 2 名へのインタ

ビュー調査を実施し、調査票原案を開発し

た。 

 

２）プレ調査による調査票の修正 

調査票原案を用いて、研究協力が得られ

た外国人実習生を受けいれる介護保険施設

2 施設を対象としてプレ調査を実施し、結

果を踏まえて項目を縮減した。 

 

３）フィールド調査による介護技術習得評

価のためのコアセットの妥当性の検証 

介護技能実習制度の試験評価者講習修了

者 410 名を対象に修正版調査票を配布し、

30 票が回収された（回収率 7.3%）。この調

査データの分析によって、コアセットの妥

当性を検証した。 

 

C．研究結果 

１）調査票原案の開発 

介護分野の技能実習生用テキストを用い

た専門家による技能の抽出、外国人介護職

員（候補）3 名と指導者 2 名へのインタビ

ュー調査を経て、介護技能評価 70 項目、環

境評価 12 項目から構成される調査票原案

を開発した（図１，２）。 
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図１ 介護技術評価の調査票（例） 
記入者コード 記入者氏名 記入日

(0)共通項目

Ｐ Ｃ

(1)身体介護業務 ①身じたくの介護

Ｐ Ｃ

Ｐ Ｃ

Ｐ Ｃ

Ｐ Ｃ

(1)身体介護業務 ①身じたくの介護

Ｐ Ｃ

※1、※2、※3、※4については、状況に応じて実施

必須業務 1)体調の確認等

評価項目 定義 評価点

技能実習生の必須業務（利用者に対する身体介護業務）について、｢程度･大きさ｣の評価点0-4/8.9を記入
また、自由記述欄に、評価項目の問題点や気付いた点を記入

顔の表情､手の動きやサイン､姿勢､その他のボディランゲージによって伝えられる意味を理解すること。

d7200 対人関係の形成
状況に見合った社会的に適切な方法で、他の人々との対人関係を短期間あるいは長期間、開始し維持
すること。例えば、自己紹介、友人関係や職業上の関係の発見や樹立。

必須業務 1）整容の介助

1体調の確認等
介護をする前に、これからどんな介護をするか利用者に説明して、介護を始めることに同意を得
るとともに、声をかけて、利用者の状態を確認すること。

d110 注意して視ること
視覚刺激を経験するために、意図的に視覚を用いること。例えば、スポーツ行事や子どもが遊んでいるの
を注視すること。

d115 注意して聞くこと
聴覚刺激を経験するために、意図的に聴覚を用いること。例えば、ラジオ、音楽、講義を注意して聞くこ
と。

d310 話し言葉の理解
話し言葉（音声言語）のメッセージに関して､字句通りの意味や言外の意味を理解すること。例えば、言
明が事実を述べるものか､慣用表現かを理解すること。

d3150 ジェスチャーの理解

評価項目 定義 第1評価点

1整容(洗面)
d510 自分の体を洗うこと：清浄や乾燥のための適切な用具や手段を用い、水を使って、全身
や体の一部を洗って拭き乾かすこと。

d5100 身体の一部を洗うこと 清潔にする目的で、顔に対して、水や石鹸、その他のものを用いること。

d5102 身体を拭き乾かすこと 洗った後などに、顔を乾かすために、タオルやその他の手段を用いること。

d5203 手の爪の手入れ 手の爪を清潔にし、切り、磨くこと。

d5204 足の爪の手入れ 足の爪を清潔にし、切り、磨くこと。

2顔の清拭 1同様

1整容(整髪等)
d520 身体各部の手入れ：肌、頭皮、爪などの身体部位に対して、洗って乾かすこと以上の手
入れをすること。

d5200 皮膚の手入れ 皮膚のきめと保湿状態の手入れ。保湿ローションや化粧品を使っての手入れ。

d5202 頭髪と髭の手入れ
頭髪と髭の手入れ。例えば、髪をすいたり整えることや、髭を剃ったり刈り込み*。
*電気シェーバーを用いること

d5201 歯の手入れ ※1 歯科衛生上の手入れ。例えば、歯磨き、歯間清掃、義歯や歯科矯正具の手入れ。

必須業務 2)衣服着脱の介助

d5100 身体の一部を洗うこと 清潔にする目的で、顔に対して、水や石鹸、その他のものを用いること。

d5102 身体を拭き乾かすこと 洗った後などに、顔を乾かすために、タオルやその他の手段を用いること。

3口腔ケア※1 d520 身体各部の手入れ：口腔に対して、洗って乾かすこと以上の手入れをすること。

d5402 履き物を履くこと 靴下、履き物を履くこと。

d5403 履き物を脱ぐこと 靴下、履き物を脱ぐこと。

d5404 適切な衣服の選択
明示されたあるいは暗黙の衣服についての慣例（ドレスコード）や、社会的あるいは文化的慣習に従うこ
と。気候条件に合わせて更衣すること。

評価項目 定義 第1評価点

1衣服の着脱の介助
(座位・臥位)

d540　更衣：社会的状況と気候条件に合わせて、順序だった衣服と履き物の着脱を行うこと。
例えば、シャツ、スカート、ブラウス、ズボン、下着、タイツ、帽子、手袋、コート、靴、ブーツ、サ
ンダル、スリッパなどの着脱と調節。

d5400 衣服を着ること
身体のさまざまな部位に衣服を着ること。例えば、頭、腕、肩、上半身、下半身に衣服を着ること。手袋や
帽子を身につけること。

d5401 衣服を脱ぐこと
身体のさまざまな部位の衣服を脱ぐこと。例えば、頭、腕、肩、上半身、下半身の衣服を脱ぐこと。手袋や
帽子を脱ぐこと。

実行状況
Ｐ：実施状況
Ｃ：能力

0-4%

0：問題なし 1：軽度の問題 2：中等度の問題 3：重度の問題 4：完全な問題

5-24% 25-49% 50-95% 96-100%

8：詳細不明

9：非該当

0-4%

0：問題なし 1：軽度の問題 2：中等度の問題 3：重度の問題 4：完全な問題

5-24% 25-49% 50-95% 96-100%

8：詳細不明

9：非該当

 
 

図２ 環境の調査票（例） 

記入者コード

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

ＯＪＴ（支援との関係） 技能実習生に対するOJTは十分に実施されているか。

〔特記事項〕

日本語研修の充実 促進要因

評価項目 定義 第1評価点

充分な日本語学習時間の確保
と効果的習得の工夫

技能実習生が日本語習得する際の充分な学習時間の確保と効果的習得に
向けた工夫を業務上を行っているか

日本語習得教材の充実（国民
性・文化等の理解）

技能実習生が日本語習得する際の教材・プログラムを準備しているか（直
接準備できていなくても語学学校等との連携などを十分に行っているか）

〔特記事項〕

用具
仕事上の活動を容易にするために用いる福祉用具・IT機器などは充実して
いるか。

地域の協力・理解
技能実習生を受け入れるにあたっての施設がある地域の協力・理解（協力・
理解を引き出すための具体的なサポートの有無）

社会の協力・理解
技能実習生を受け入れるにあたっての施設がある地域以外の社会の協力・
理解（協力・理解を引き出すための具体的なサポートの有無）

〔特記事項〕

ＯＪＴ（支援との関係）、道具 促進要因・阻害要因

評価項目 定義 第1評価点

利用者・家族の理解
技能実習生を受け入れるにあたっての利用者・家族の理解はあるか（協力・
理解を引き出すための具体的なサポートの有無）

宗教（文化）的思考・行動に
対する配慮

技能実習生が宗教（文化）的思考・行動に対する配慮をできているか。（宗
教的行動を行うことができる物理的環境整備や就業体制の考慮など）

〔特記事項〕

関係者の理解・協力（態度） 促進要因

評価項目 定義 第1評価点

職員の協力・理解
技能実習生を受け入れるにあたっての職員の協力・理解はあるか（協力・理
解を引き出すための具体的なサポートの有無）

総合的相談窓口の設置
実習指導者の他、業務に関する困りごとなどを総合的相談することができる
窓口の設置しているか。

緊急時の相談・サポート体制
の整備

業務以外の困りごとなどを緊急時にうけつける相談窓口や技能実習生のサ
ポート体制の整備しているか。

受入施設の対応：社会保障サー
ビス（医療保険等）への対応

技能実習生が社会保障サービス（医療保険等）を受けるにあたってのサ
ポートを行っているか。

また、特記事項欄に、評価項目の問題点や気付いた点を記入

相談・支援体制の整備 促進要因

評価項目 定義 第1評価点

技能実習生がどの程度左右されるか、記入者は本人の視点にたって評価する

技能実習生コード 記入日

技能実習生の受入施設について、｢程度･大きさ｣の評価点-4~4を記入

-4 +4

完全 完全な

100-96% 96-100%

±0～4（促進・阻害因子なし）

高度重度

95-50%

促進因子阻害因子

49-25% 24-5% 5-24% 25-49% 50-95%

中等度 軽度 軽度 中等度

+1 +2 +3-1-2-3 0

 

 

 

 

 

 

②プレ調査による調査票の修正 

プレ調査の実施によって、項目の縮減

（82→38）、文言の修正（ICF コードから介

護の内容を記載へ）、調査票の簡略化（P/C

評価を省略）がなされた。 

 

図３ 修正版・介護技術評価の調査票（例） 
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③フィールド調査による介護技術習得評価

のためのコアセットの妥当性の検証 

介護技能実習制度の試験評価者講習修了

者 410 名を対象に調査票を配布し、30 票が

回収された（回収率 7.3%）。 

被評価者の属性は表１のようになった。

被評価者のうち、外国籍職員の介護技能の

評価習熟の程度を分析すると表２のように

示された。また、日本人職員との技能の習

熟程度に差がある項目を分析すると、38 項

目中 13 項目に有意差が示され、具体的には、

表３のようになった。 

 

表１ 被評価者の属性 

平均 標準偏差
年齢(N=28) 36.6 12.2

N ％
性別(N=30) 男性 5 16.7%

女性 24 80.0%
無回答 1 3.3%

国籍(N=30) ベトナム 5 16.7%
中国 2 6.7%
ネパール 1 3.3%
フィリピン 7 23.3%
スリランカ 1 3.3%
カンボジア 2 6.7%
（外国籍計） （18） （60.0%）
日本 11 36.7%
無回答 1 3.3%  

表２ 外国籍職員（N=18）の評価結果・平

均値昇順 

問
題
な
し

軽
度
の
問
題

中
等
度
の
問
題

重
度
の
問
題

完
全
な
問
題

詳
細
不
明

非
該
当

無
回
答

平均
値

非評
価率

有
効
計

0 1 2 3 4 8 9 -
1 (1) 関連業務①掃除、洗濯、調理業務4)調理業務( ユニット等で利用者と共に行うこと) 3 1 2 11 1 0.37 66.7% 17
2 (1) 身体介護業務⑤排泄の介護3)尿器・便器を用いた介助 3 1 1 1 11 1 0.40 66.7% 17
3 (1) 身体介護業務④入浴・清潔保持の介護1)部分浴の介助1.手浴の介助 4 5 1 1 5 2 0.57 44.4% 16
4 (2) 周辺業務1)お知らせなどの掲示物の管理 2 1 1 1 1 11 1 0.63 66.7% 17
5 (1) 身体介護業務④入浴・清潔保持の介護1)部分浴の介助2.足浴の介助 3 5 1 1 1 6 1 0.67 44.4% 17
6 (1) 関連業務①掃除、洗濯、調理業務2)利用者の衣類等の洗濯 7 4 1 1 4 1 0.73 27.8% 17
7 (1) 身体介護業務①身じたくの介護1 ）整容の介助1.整容(洗面) 7 4 3 3 1 0.80 22.2% 17
8 (1) 身体介護業務②移動の介護1)体位変換1.体位変換 6 3 4 4 1 0.80 27.8% 17
9 (1) 身体介護業務④入浴・清潔保持の介護3)全身清拭 3 3 1 3 7 1 0.80 44.4% 17

10 (1) 身体介護業務①身じたくの介護1 ）整容の介助1.整容(整髪等) 7 4 2 1 3 1 0.83 22.2% 17
11 (1) 身体介護業務①身じたくの介護1 ）整容の介助2.顔の清拭 9 5 1 1 1 1 0.87 11.1% 17
12 (1) 関連業務①掃除、洗濯、調理業務5)利用者の居室のベッドメイキングやシーツ交換 11 4 1 1 1 0.87 5.6% 17
13 (1) 身体介護業務①身じたくの介護2)衣服着脱の介助 7 6 2 2 1 0.90 16.7% 17
14 (1) 関連業務②機能訓練の補助やレクリエーション業務1)機能訓練の際の補助や見守り 1 4 2 1 1 7 2 0.90 50.0% 16
15 (1) 関連業務①掃除、洗濯、調理業務3)利用者の食事にかかる配下膳等 11 3 1 2 1 0.93 5.6% 17
16 (1) 身体介護業務②移動の介護2)移動的介助3.車いす移動の介助 10 4 1 2 1 0.97 5.6% 17
17 (1) 身体介護業務①身じたくの介護1 ）整容の介助3.口腔ケア※1 5 8 2 1 1 1 1.03 11.1% 17
18 (1) 関連業務①掃除、洗濯、調理業務1)利用者の居室やトイレ、事務所内の環境整備 8 5 3 1 1 1.03 5.6% 17
19 (1) 身体介護業務②移動の介護2)移動的介助1.歩行の介助 7 2 3 3 2 1 1.07 16.7% 17
20 (1) 身体介護業務②移動の介護2)移動的介助2.車いすへの移乗の介助 4 3 2 4 4 1 1.07 27.8% 17
21 (1) 身体介護業務②移動の介護1)体位変換2.起居の介助 4 5 4 2 2 1 1.13 16.7% 17
22 (0) 共通項目1)体調の確認等 6 5 5 1 1 1.17 5.6% 17
23 (1) 身体介護業務②移動の介護1)体位変換3.立位の介助 5 6 2 3 1 1 1.17 11.1% 17
24 (1) 身体介護業務④入浴・清潔保持の介護2)入浴の介助 2 6 3 3 3 1 1.17 22.2% 17
25 (2) 周辺業務2)物品の補充や管理 4 6 5 1 1 1 1.17 11.1% 17
26 (1) 関連業務③記録・申し送り3)日誌やケアプラン等の記録及び確認( 必要に応じて) 1 4 5 3 4 1 1.20 27.8% 17
27 (1) 身体介護業務⑤排泄の介護2)おむつ交換 6 6 1 2 1 1 1 1.23 11.1% 17
28 (1) 関連業務③記録・申し送り4)申し送りによる情報共有 2 6 5 2 2 1 1.23 16.7% 17
29 (1) 身体介護業務⑤排泄の介護1)トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助 8 3 3 2 1 1 1.30 5.6% 17
30 (1) 関連業務②機能訓練の補助やレクリエーション業務2)レクリエーションの実施や見守り 4 6 2 3 1 2 1.40 11.1% 16
31 (1) 身体介護業務③食事の介護1)食事の介助 3 8 1 4 1 1 1.53 5.6% 17
32 (2) 安全衛生業務3)福祉用具の使用方法及び点検業務 3 3 5 2 2 2 1 1.60 16.7% 17
33 (1) 関連業務③記録・申し送り1)食事や排泄等チェックリスト等による記録・報告 5 1 3 4 2 2 1 1.60 16.7% 17
34 (2) 安全衛生業務2)介護職種における疾病・腰痛予防 5 2 3 2 3 1 1 1 1.67 16.7% 17
35 (1) 関連業務③記録・申し送り2)指示を受けた内容に対する報告 5 2 6 2 2 1 1.70 5.6% 17
36 (2) 安全衛生業務4)介護職種における事故防止のための教育 1 4 3 4 3 2 1 1.93 16.7% 17
37 (2) 安全衛生業務5)緊急時・事故発見時の対応 3 4 5 3 2 1 1.97 16.7% 17
38 (2) 安全衛生業務1)雇入れ時等の安全衛生教育 2 2 6 3 3 1 1 2.00 11.1% 17 

表３ 外国籍職員と日本国籍職員で差異が

出た評価項目 

N 平均値 標準偏差 N 平均値 標準偏差 P値 差
1 (1) 関連業務③記録・申し送り3)日誌やケアプラン等の記録及び確認(必要に応じて) 10 1.40 1.075 13 2.69 1.109 0.01 * -1.29
2 (2) 安全衛生業務4)介護職種における事故防止のための教育 9 1.00 0.866 15 2.27 1.28 0.02 * -1.27
3 (1) 関連業務③記録・申し送り1)食事や排泄等チェックリスト等による記録・報告 11 0.55 0.688 15 1.80 1.521 0.01 * -1.25
4 (1) 関連業務③記録・申し送り2)指示を受けた内容に対する報告 10 0.40 0.516 17 1.65 1.367 0.00 ** -1.25
5 (1) 身体介護業務④入浴・清潔保持の介護3)全身清拭 6 0.17 0.408 10 1.40 1.265 0.02 * -1.23
6 (2) 安全衛生業務5)緊急時・事故発見時の対応 9 1.11 0.928 15 2.33 1.397 0.03 * -1.22
7 (1) 身体介護業務④入浴・清潔保持の介護2)入浴の介助 10 0.40 0.699 14 1.50 1.019 0.01 ** -1.10
8 (1) 関連業務③記録・申し送り4)申し送りによる情報共有 10 1.30 0.949 15 2.33 1.175 0.03 * -1.03
9 (2) 安全衛生業務1)雇入れ時等の安全衛生教育 10 1.20 0.919 16 2.19 1.276 0.05 * -0.99

10 (1) 身体介護業務④入浴・清潔保持の介護1)部分浴の介助2.足浴の介助 9 0.11 0.333 10 1.00 0.943 0.02 * -0.89
11 (1) 身体介護業務②移動の介護1)体位変換2.起居の介助 10 0.40 0.699 15 1.27 1.033 0.03 * -0.87
12 (0) 共通項目1)体調の確認等 11 0.27 0.467 17 1.06 0.966 0.01 * -0.79
13 (1) 身体介護業務④入浴・清潔保持の介護1)部分浴の介助1.手浴の介助 8 0.13 0.354 10 0.70 0.675 0.04 * -0.57

外国籍日本国籍

D．考察 

介護技能実習制度の性格上、海外におけ

る事前学習が重要であり、今後は介護技能

や環境適応を含めた事前学習を介護技能実

習の送り出し機関で実施することが求めら

れる。 

その意味でも現行の制度上整備されてい

ないＯＪＴのための定量的な技術評価を可

能とするツールを開発したことは、介護人

材養成においてもＩＣＦの国際的普及にお

いてもインパクトがとても大きいものと考

えられた。 

ICF の評価ルールを用いた今回の調査票

は、評価項目の難しさ、評価基準の曖昧さ

が指摘され、現在の調査法のままで、臨床

現場に導入するとデータの信頼性の低さが

危惧された。 

このため、この評価ツールを現場で運用

していくためには、評価項目のさらなる絞

り込み、評価具体例の提示など採点の信頼

性を上げる工夫の必要性が示唆された。 

 

E．結論 

外国人の介護技能実習制度における介護

技術習得過程を ICF で評価するためのコア

セットを開発し、フィールドテストによっ

てその妥当性を検証した。ICF を活用した

評価票を開発したことは ICF の活用を目指

す WHO においても重要であり、国際的な

インパクトは非常に高い。これを契機とし
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て、ICF を用いた OJT のツールがより普及

されれば、介護領域におけるチームケアを

推進する一助となるものと考えられた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表  

・筒井孝子，大夛賀政昭，東野定律，原口

恭彦，介護分野における外国人技能実習に

おけるＩＣＦ（国際生活機能分類）を基盤

とした評価ツールの開発．第 72 回 国立病

院総合医学会； 2018.11.10；神戸；P198 

・筒井孝子，大夛賀政昭，東野定律，中川

原譲二，筒井澄栄．ICF 概念に基づく介護

技能評価アセスメント の開発と妥当性の

検証．日・ WHO フォーラム 2018 ；

2018.11.30；東京 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 


